
守谷市長　宛 令和　　　　年　　　　月　　　　日

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

電話番号　　　　　　（　　　　　　）

※　就労時間については、基準を設けております。

月６４時間以上

市記載欄

 　 認定開始日又は利用開始日　　　　令和　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

求職活動の認定終了日　　　　　　　令和　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

令和 年 月 日

様の就労確約書を受付いたしました。

つきましては 令和 年 月 日 までに就労を開始し、就労証明書をご提出ください。

基準を満たす就労証明書が提出されない場合は、子育てのための施設等利用給付認定（新２号・新３号）を

解除いたします。

守谷市役所　こども未来部　すくすく保育課　保育グループ

℡0297‐45‐1111（内線158・159）

就労確約書　受付証

就労確約書

記

　早期の就労努力をし、就労後は必ず基準を満たす就労証明書を提出いたします。

　なお、認定開始日から３か月以内に基準を満たす就労証明書を提出します。

　現在の就職活動状況を次のとおり申し出いたします。

（切り取り）

　私は、子育てのための施設等利用給付認定の申請にあたり、以下のとおり確約いたします。

現在の求職活動の状況について該当するものに○印を付け，記入してください。

・公共職業安定所（ハローワーク）に通っている（頻度 月に 日程度）

（面接済 社，面接予定 社）

・公共職業安定所（ハローワーク）には通わず就職活動を行っている

（面接済 社，面接予定 社）

・起業準備を行っている


